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答申行政第７１号

答 申

第１ 審査会の結論

岡山県知事（以下「実施機関」という。）が行った公文書非開示決定（以下「本件

処分」という。）において、別紙に掲げるもの以外については、開示することが適当

である。

第２ 審査請求に至る経緯

１ 審査請求人は、平成２９年１０月２５日付けで、岡山県行政情報公開条例（平成８

年岡山県条例第３号。以下「条例」という。）第５条の規定により、実施機関に対し

て、「土地開発審議会における○○メガソーラ開発案件の審議記録」の開示請求（以

下「本件開示請求」という。）を行った。

２ 実施機関は、本件開示請求に係る公文書として、「○○メガソーラ（○○市○○地

内ほか）の開発案件の審議に係る岡山県土地開発審査会の会議録」を特定した上で、

これについては、条例第７条第５号に該当することから、非開示とする本件処分を行

い、平成２９年１１月７日付けで審査請求人に通知した。

３ 審査請求人は、本件処分を不服として、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）

第２条の規定により、平成２９年１１月１５日付けで、実施機関に対して審査請求を

行った。

４ 実施機関は、条例第１７条の規定により、平成２９年１２月１１日付けで、岡山県

行政不服等審査会（以下「審査会」という。）に対して、本件処分に係る審査請求に

ついて諮問した。

第３ 審査請求人の主張要旨

１ 審査請求の趣旨

審議過程において、地元住民の意見が正しく反映されているかどうか知りたい。そ

のため開示決定をしてほしい。

２ 審査請求の理由

審査請求人が、審査請求書、反論書及び意見陳述において主張している審査請求の

理由は、おおむね次のとおりである。

○○地区でのメガソーラ建設の是非を問う場合に、避けて通れないことは平成○○

年○月○日夜の集中豪雨による災害の教訓から何を学ぶかということである。

岡山県県土保全条例（昭和４８年岡山県条例第３５号。以下「保全条例」という。）

は、開発許可に際し、岡山県土地開発審査会（以下「開発審査会」という。）の意見
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聴取を条件としている。開発審査会で出された意見は、私たち住民の生活を左右する

ものである。

私たち住民は、開発審査会が豊かな知見をもとに、大所高所から大規模な開発計画

に対し中止又は大幅計画縮小を求めるなどの意見表明をなされるものと期待してい

た。豪雨災害の教訓、住民の不安、反対の声を受けとめてもらえると信じていたから

である。

その審議内容が非開示では、住民のあずかり知らぬところで、物事が進み、住民無

視の行政施策が行われたことになると言わざるを得ない。

弁明書では、議事の公開で、外部の圧力によって、中立の立場からの率直かつ自由

な意見、活発な議論が阻害される可能性があるとしている。

しかし、不当な圧力を危惧するなら、委員名のみ非公開にすればいいのではないか。

開発審査会で豪雨災害の教訓、住民の不安、決議や署名に表された反対の声を委員

がどう受けとめ議論したのか、当然、住民には知る権利がある。

第４ 実施機関の説明要旨

実施機関が、弁明書及び意見陳述において説明している内容は、おおむね次のとお

りである。

開発審査会は、知事が保全条例に基づく開発行為の許可又は不許可の処分をするに

当たり、保全条例第５条第４項の規定によりその意見を聞いて参考にするため、岡山

県附属機関条例（昭和２７年岡山県条例第９２号）に基づき設置された知事の附属機

関であり、開発審査会の業務は、保全条例に基づく開発許可に関する審査及び意見の

具申であり、その委員は、９名の外部の有識者により構成されている。

開発審査会において審議される内容は、大規模な開発事業に関するものという性格

から、開発審査会の委員に対し不当な働きかけ、干渉、圧力等が及ぶことを防止する

ため、委員名は公表しておらず、また、各委員が各分野の専門家として中立の立場か

ら率直かつ自由な意見を述べ、活発な議論をしていただく必要があるため、開発審査

会自体も非公開としている。また、開発審査会において、委員に対しても、その旨を

伝達している。

このため、該当文書は、条例第７条第５号「県の機関の内部における審議、検討又

は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思

決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある情報」に該当するため、非開示とした

ものである。

第５ 審査会の判断

１ 本件対象公文書について

本件開示請求の対象となった公文書は、「○○メガソーラ（○○市○○地内ほか）

の開発案件の審議に係る岡山県土地開発審査会の会議録」（以下「本件対象公文書」

という。）である。

２ 本件対象公文書に係る条例上の条項について
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条例第７条において、実施機関は、開示請求に係る公文書に同条第１号から第７号

までのいずれかに該当する情報（以下「非開示情報」という。）が記録されている場

合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならないとされている。

（１）条例第７条第２号（個人情報）の規定について

条例第７条第２号は、「個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情

報を除く。）であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、

図画、写真若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その

他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第２項において同じ。）により特

定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人

を識別することができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別することは

できないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。」

を非開示情報とすることを定めている。ただし、次に掲げる情報は、非開示情報から

除くと定めている。

イ 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されてい

る情報

ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認

められる情報

ハ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第２条第１項

に規定する国家公務員（独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条

第４項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等（独立

行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成１３年法律第１４０号）

第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。以下この条において同じ。）の役

員及び職員、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２条に規定する地方公

務員、地方独立行政法人の役員及び職員並びに土地開発公社の役員及び職員をい

う。）である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、

当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名（当該公務員等が独立行政法人等の職

員、公安委員会規則で定める職にある警察職員、地方独立行政法人の職員及び土地

開発公社の職員である場合にあっては、当該公務員等の氏名を除く。）並びに当該

職務遂行の内容に係る部分

（２）条例第７条第３号（事業活動情報）の規定について

条例第７条第３号は、「法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体、

地方独立行政法人及び土地開発公社を除く。以下この号において「法人等」という。）

に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすること

により、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他

社会的な地位が損なわれると認められるもの。」を非開示情報とすることを定めてい

る。ただし、次に掲げる情報は、非開示情報から除くと定めている。

イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を

保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

ロ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から

人の生活を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
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ハ イ又はロに掲げる情報に準ずる情報であって、公にすることが公益上必要であ

ると認められるもの

（３）条例第７条第５号（審議、検討又は協議に関する情報）の規定について

条例第７条第５号は、「県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方

独立行政法人及び土地開発公社の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関す

る情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性

が不当に損なわれるおそれ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者

に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの。」を非開示情報とす

ることを定めている。

３ 非開示条項該当性の具体的な検討について

本件対象公文書が、上記２で示した条例第７条第２号（個人情報）、第３号（事業

活動情報）又は第５号（審議、検討又は協議に関する情報）の規定に該当するか否か、

具体的に検討する。

（１）条例第７条第５号該当性について

審査会で見分したところ、本件対象公文書には、実施機関による事業の概要説明

の部分と委員による個々の発言内容が逐語的に記録されている部分とが認められ

る。

このうち、実施機関による事業の概要説明の部分並びに委員からの質問等に対す

る実施機関の回答及び説明の部分については、（２）で述べる条例第７条第２号及

び第３号に該当する部分を除き、既に現地説明会等で公になっている情報であり、

条例第７条第５号に該当するとは認められない。

また、委員による個々の発言内容が逐語的に記録されている部分については、大

規模開発事業に関して開発行為の許可・不許可の適否の審議における発言であり、

仮にこれを開示すると、委員に対する不当な働きかけや圧力がかかるおそれがあり、

あるいは委員が片言隻句をとらえた批判がなされることを恐れるなどにより、自由

で率直な意見交換が阻害される危険性があると考えられる。したがって、県の機関

内部における協議に関する情報であって、公にすることにより率直な意見交換又は

意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあると認められ、条例第７条第５号

に該当する。ただし、委員による個々の発言内容が逐語的に記録されている部分に

おいても、実施機関に対する質問であって委員の意見を含まないと考えられる発言

は、公にすることにより率直な意見交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれる

おそれはないと判断され、条例第７条第５号に該当するとは認められない。

更に、委員名については、仮にこれを開示すると、前述した委員による個々の発

言内容が逐語的に記録されている部分を開示した場合と同様に、自由で率直な意見

交換が阻害される危険性があると考えられる。したがって、公にすることにより率

直な意見交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあると認められ、

条例第７条第５号に該当する。

（２）条例第７条第２号及び第３号該当性について

実施機関による事業の概要説明の部分並びに委員からの質問等に対する実施機関
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の回答及び説明の部分において、別紙の整理番号８の部分については、関係者の個

人情報であるので、条例第７条第２号に該当すると判断される。また、別紙の整理

番号２から７まで、１０、３４、３５及び４３の部分については、開発許可申請事

業者の資金計画、資金収支及び土地の所有に関する内容であり、条例第７条第３号

に該当すると判断される。したがって、これらの部分は、非開示とすることが妥当

である。

４ 結論

以上により、実施機関が行った本件処分については、別紙において、審査会が非開

示にすべきと判断した部分以外については、開示すべきであると認められることから、

「第１ 審査会の結論」のとおり判断した。

第６ 審査会の経緯等

当審査会の処理経過は、次のとおりである。

年 月 日 処 理 内 容

平成２９年１２月１１日 実施機関から諮問を受けた。

平成３０年 １月２６日
事案の審議を行った。

（審査会第１回目）

平成３０年 ２月２３日
実施機関の意見陳述の聴取を行った。

（審査会第２回目）

平成３０年 ３月２２日
事案の審議を行った。

（審査会第３回目）

平成３０年 ４月１８日
事案の審議を行った。

（審査会第４回目）

平成３０年 ５月１４日 実施機関に対し答申を行った。
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岡山県行政不服等審査会委員名簿

氏 名 職 名 備 考

会 長 前岡山大学大学院 第一部会部会長
中 村 誠 社会文化科学研究科教授

会長職務代理者
桑 島 幹 雄 弁護士

第一部会委員
井 田 千津子 弁護士

岡山大学大学院
岩 藤 美智子 法務研究科教授

社会福祉法人 第一部会委員
釜 瀬 司 吉備の里理事長

川崎医療福祉大学 第一部会委員
武 井 祐 子 医療福祉学部教授

日本赤十字社岡山県支部
豊 田 ひとみ 事務局長

岡山大学大学院
南 川 和 宣 法務研究科教授

※本件事案については、第一部会において調査審議を行った。
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別 紙

整理番号 非開示にするべき部分 非開示理由

１ 委員名 岡山県行政情報公開条例

第７条第５号該当

２ ３頁７行１３文字目～３３文字目 第７条第３号該当

３ ４頁３８行目～ ５頁 ６行目 第７条第３号該当

４ ６頁３７行目～ ７頁２８行目 第７条第３号該当

５ ７頁３２行目～ ７頁３４行目 第７条第３号該当

６ ７頁３８行目～ ８頁 ３行目 第７条第３号該当

７ ８頁 ７行目～ ８頁１３行目 第７条第３号該当

８ ８頁１４行目～ ８頁３４行目 第７条第２号該当

９ １２頁 ９行目～１２頁１１行１８文字目 第７条第５号該当

１０ １２頁１４行目～１２頁２５行目 第７条第３号該当

１１ １２頁２６行目～１２頁２８行目 第７条第５号該当

１２ １３頁 ４行１文字目～３３文字目 第７条第５号該当

１３ １３頁１０行１文字目～１６文字目 第７条第５号該当

１４ １３頁１２行目～１３頁１７行目 第７条第５号該当

１５ １３頁１９行目～１４頁 １行６文字目 第７条第５号該当

１６ １４頁 ７行目～１４頁 ８行目 第７条第５号該当

１７ １４頁１０行目～１４頁１１行目 第７条第５号該当

１８ １４頁１５行目～１４頁２１行目 第７条第５号該当
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１９ １５頁 ２行目～１５頁１１行目 第７条第５号該当

２０－１ １６頁 ８行目～１６頁 ９行２文字目 第７条第５号該当

２０－２ １６頁１０行目～１６頁１４行目 第７条第５号該当

２１ １６頁２８行目～１６頁３１行目 第７条第５号該当

２２ １７頁 ３行目～１７頁 ７行目 第７条第５号該当

２３ １７頁１０行目～１７頁１７行目 第７条第５号該当

２４ １７頁２０行目～１７頁２１行２文字目 第７条第５号該当

２５ １８頁１７行目～１８頁２０行目 第７条第５号該当

２６ １９頁 ７行１文字目～２０文字目 第７条第５号該当

２７ １９頁１０行目～１９頁１１行目 第７条第５号該当

２８ ２０頁 １行目～２０頁 ５行目 第７条第５号該当

２９ ２０頁 ８行目～２０頁１０行目 第７条第５号該当

３０ ２１頁９行３０文字目～２１頁１７行目 第７条第５号該当

３１ ２２頁 １行目～２２頁 ３行目 第７条第５号該当

３２ ２２頁 ９行目～２２頁１６行目 第７条第５号該当

３３ ２２頁２３行目～２２頁２４行目 第７条第５号該当

３４ ２３頁 ４行目～２３頁 ７行目 第７条第３号該当

３５ ２３頁１９行目～２４頁 ２行目 第７条第３号該当

３６ ２４頁 ９行目～２４頁１１行目 第７条第５号該当

３７ ２４頁１５行目～２４頁１６行目 第７条第５号該当
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３８ ２５頁 ５行目～２５頁 ７行目 第７条第５号該当

３９ ２５頁 ９行目～２５頁１４行目 第７条第５号該当

４０ ２５頁１７行目 第７条第５号該当

４１ ２６頁 ２行目～２６頁 ９行目 第７条第５号該当

４２ ２６頁１３行目～２６頁１４行２８文字目 第７条第５号該当

４３ ２６頁１７行２４文字目～２９文字目 第７条第３号該当

４４ ２７頁 ３行目～２７頁１０行目 第７条第５号該当

４５ ２７頁１６行目～２７頁１７行目 第７条第５号該当

４６ ２８頁 １行目～２８頁 ４行目 第７条第５号該当

４７ ２８頁１６行目～２８頁２４行目 第７条第５号該当

４８ ２８頁２６行目～２９頁 ８行目 第７条第５号該当

４９ ２９頁１６行目～２９頁２３行目 第７条第５号該当


